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業務分野
一般民事・離婚・相続・交通事故・企業法務・債務整理・刑事
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-40-2F/3F/5F

弁護士法人すずたか総合法律事務所 
弁護士　鈴木  隆弘

ド クタ ー を 支 援 す る

少し前から男性の育児休暇取得が話題になっておりましたが、私の医院にも男性従業員が数名おり、
今後育児休暇を取得する可能性もあるので、制度について詳しく知っておきたいと思います。男性
従業員の育児休業に関する情報を教えてください。

男性従業員の育児休業について

vol.209

お気軽に当事務所までご相談ください。

解 説

産後2回に分けて取得できる
2週間前までの申し出OK


